
令和６年度第５回公立大学法人長野県立大学評価委員会 

（令和６年９月 24日） 

1 

 

 令和６年度第５回公立大学法人長野県立大学評価委員会 

                       日 時：令和６年９月 24日（火） 

                             13時 30分～15時 16分 

場 所：長野県庁議会棟 402号会議室 

 

 

１ 開  会  

 

○丸山県民の学び支援課長 

 ただいまより「令和６年度第５回公立大学法人長野県立大学評価委員会」を開会いたし

ます。 

 本日は、伊藤委員がウェブ参加でございます。委員の皆様全員に御出席いただいており

ます。長野県附属機関条例第６条の規定により、会議が成立しておりますことを御報告い

たします。 

 最初に、県民文化部の直江部長より御挨拶を申し上げます。 

 

２ 挨 拶 

 

○直江県民文化部長 

 こんにちは。山沢委員長はじめ評価委員の皆様には、御多用の中、令和５年度評価の御

審議と評価結果の取りまとめに御尽力をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 去る９月 18 日に法人に評価結果を通知いたしますとともに、山沢委員長に阿部知事へ

の評価結果の御報告をいただきました。ありがとうございました。 

 評価委員会の皆様からの評価を大学と共有いたしまして、教育、研究の質の向上と今後

の取組を生かせるように努めてまいりたいと存じます。 

 さて、本日でございますが、かねてより御案内申し上げておりました第１期の期間評価

と、急遽議題とさせていただきました法人の役員報酬規定の改正につきまして、御審議を

いただきたいと存じます。委員の皆様には、大変恐れ入りますが、御審議のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 期間評価につきましては、本日全体評価まで議論をお願いさせていただきますので、短

時間となりますが、非常に多くの御審議をいただく形で大変申し訳ございませんが、何と

ぞよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

○丸山県民の学び支援課長 

 なお、直江部長ですけれども、本日所用のため一つ目の議事が終わりましたところで、

途中ですが退席をさせていただきますことをあらかじめ御了承いただきたいと思います。 

 それでは、以降の議事の進行を山沢委員長にお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 
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３ 協議事項 

（１）公立大学法人長野県立大学の第一期中間目標の期間の業務実績の評価について 

（２）公立大学法人長野県立大学の役員報酬支給基準の変更について 

 

○山沢委員長 

 それでは、本日の議事に入ります。 

本日の議題は、先ほどお話がございましたように２件でございます。 

１件は、かねてより御案内していましたように、第一期の期間評価ということになりま

す。二つ目は緊急議題となりました、公立大学法人長野県立大学の役員報酬支給基準の変

更についてでございます。 

進行の都合がございまして、二つ目の議題の県立大学の役員報酬支給基準の変更につい

てを先に審議させていただきたいと考えております。 

では、まず、この役員報酬支給基準の変更に関する説明資料を、事務局から皆様に御説

明をさせていただきます。 

それでは、よろしくお願いします。 

 

○丸山県民の学び支援課長 

 初めにお配りいたしました資料２を御覧いただきたいと思います。 

 資料２の２ページ目を御覧ください。９月 20 日付けで法人より知事宛てに公立大学法

人長野県立大学の役員報酬支給基準変更の届出がありました。 

 続きまして、お配りしました資料の参考資料６を御覧いただきたいと思います。地方独

立行政法人法の根拠条文を掲載しております。 

 地独法の第 56条に基づき準用する第 48条第２項の規定によりまして、法人は役員に対

する報酬等の支給の基準を定めたとき、または、変更したときは、報酬等の支給基準を知

事に届け出るとともに公表するということになっております。 

 第 49 条になりますけれども、知事は法人からこの届出があった場合は、同じくこの準

用する第 49 条第１項の規定により、評価委員会に通知をすることとされております。こ

の通知が先ほど御覧いただきました資料２の１ページ目でございます。 

 準用する地方独立行政法人法第 49 条第２項の規定によりまして、評価委員会は、役員

報酬等の支給の基準が第 48 条第３項の規定に照らして適正であるかどうかについて、知

事に意見を申し出ることができることになっております。 

 この第 48条第３項の規定、法の第 56条の規定を準用する際に、読み替えたものにつき

ましては、参考資料６、御覧いただいております資料の一番下、「役員報酬等の基準の定

め方（法第 48条第３項・第 56条より）」を御覧いただきたいと思います。 

 報酬等の支給の基準は、国及び地方公共団体の職員の給与、他の一般地方独立行政法人

及び民間事業の役員の報酬等、当該一般独立行政法人の業務の実績、その他の事情を考慮

して定めなければならないとされております。 

この規定に照らして適正であるかどうかについて、知事に意見を申し出ることができる

とされております。意見を申し出ることができるという「できる規定」でございますので、

本日は、公立大学法人長野県立大学の役員報酬支給基準の変更内容、この規定の改正内容
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について意見を申し出るか否か。また申し出る場合にはどのような意見とするか、御議論

をいただきたいと思います。制度の説明は以上でございます。 

続きまして、法人から届出のありました役員報酬規定の改正内容について御説明いたし

ます。 

こちらは資料２の３ページ、４ページにかけてでございます。 

３ページを御覧いただきたいと思います。 

１の「改正の理由及び内容」のところでございますが、法人は、先ほど御覧いただきま

した地独法第 48 条第３項の規定に基づき、県が定める任期付職員の採用等に関する条例

第７条に定める給料表の７号俸の金額を参酌し、その同額を役員報酬とする改正を行った

ものでございます。具体的には、資料２の４ページにございますが、改正前の月額 56 万

3,000円から、月額 85万 7,200円に引き上げたものでございます。 

現在の報酬月額、この改正前の改正月額については、現理事長の意向を踏まえて、役員

報酬規定の制定当時に設定されたものでございますが、現理事長の退任に伴い改正をした

ものでございます。この改正を審議した法人の会議において、現理事長御自身からも、交

代に当たり元の基準に戻すというような発言があったとお伺いをしております。 

本日御議論いただきました結果、意見を申し出ることになった場合には、お配りしてお

ります資料３のような文書で知事に意見を申し出ることを想定しております。特段意見な

しとなった場合は、文書による申し出は行いません。 

なお、この大学の役員報酬規定を一番最初に制定した開学時には、平成 29 年度のこの

評価委員会では、委員から様々な御意見がございましたが、結論としますと、議論いただ

いた内容を議事録にしっかり残すということをもって、評価委員会としては意見なしとい

うことで、知事への意見の申し出は行いませんでした。説明は以上でございます。 

 

○山沢委員長 

 ありがとうございます。 

 ただいまの御説明で、まず一つ私のほうから。地方独立行政法人、あるいはこういう公

立大学法人の理事長は、大体どのぐらいの月額の給料をもらっているのか、皆さんに承知

いただくのがいいのではないかと。 

 長野県のほかの地方独立行政法人は県立病院機構があるんですけれども、ここの理事長

は月額 85万円です。他県の公立大学法人の理事長と比較すると今までの理事長は 50万円

台でずば抜けて低かったんですが、これは御本人が希望していたということです。５年前、

平成 30年１月 29日のときに、この評価委員会で議論をして、どうしてこんな安いんだと

いう話があって、本人の希望であるということがございました。 

 以上でございます。御意見をお願いいたします。 

 

○久保田委員 

 これは開学のときに 85万円という数字が出ていて、本人が希望して 56万だったんです

か。 
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○事務局 

 私も当時はおりませんでしたので、議事録等の経過からですが、評価委員会に出された

資料はもともと月額 56 万 3,000 円、今の金額になっておりました。ただ事務局の説明で

は、県立病院の理事長も当時も基本給が 85 万円程度だったと。参考にする県の職でいう

と、今の理事長さんのような企業のトップマネジメントの知識・経験をお持ちで、そうい

ったものを生かして、例えば県で働いていただく例だと、特定任期付き職員の例があると。

これでいくと、当時月額 85万円程度、県立病院の理事長と同じぐらいだったと。理事長と

打合せをしていく中で、理事長の御意向を踏まえて月額 56 万 3,000 円で設定をさせてい

ただいているというような説明が、当時事務局からはあったということだけ申し上げてお

きます。 

 

○山浦委員 

 これは 200円まであるけれども、何か割り算をしたんですか。 

 100 円単位はいいんだけれども、これだったら 86 万円とかやればいいんじゃないかと

思うんだけど、何でこんな細かい数字になっているのかと、年額か何か決めて割り算をし

たからこうなったんじゃないかと思ったんですが。 

 

○事務局 

 申し訳ございません。200 円までどうして設定されているか、額の根拠までは分からな

いですが、大学側が参酌した県の条例の給料月額を見ると、85 万 7,200 円ということで、

100円の単位まで入っているということでございます。 

 

○山沢委員長 

 この給料表の７号俸というとどなたが適用されているんですか。実際はどういう方です

か。 

 

○事務局 

 これは現在はいないと聞いております。過去に、県の部長級相当の方でそうした方がい

らっしゃったということはお聞きしておりますが、現在はいらっしゃらないということで

ございます。 

 

○山沢委員長 

 皆さま、いかがでしょうか。 

 

○山浦委員 

 これは運営費交付金と関係あるんですか。 

 

○事務局 

 そうですね、大学の経費になりますので、今、山浦委員からお話が合ったとおり、運営

費交付金の中で支給していくということになります。 
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○山浦委員 

 県で面倒を見てくれるんですか。 

 

○事務局 

 改正がされておりますので、当然来年度以降の予算、人件費を積む際には、この改正後

の金額で予算を計上させていただく予定です。 

 

○山沢委員長 

 それでは、特段意見なしということでよろしいでしょうか。 

 

（委員同意） 

 

○山沢委員長 

 ありがとうございます。それでは、特段意見なしということで、ただし議事録にはきち

んと残すということで、本日の第１議題は終了ということでございます。ありがとうござ

います。 

 続いて、第一期の期間評価に移りたいと思います。ここで直江部長は退席されます。 

 

○直江県民文化部長 

 恐れ入ります。退席させていただきます。あとはよろしくお願いいたします。 

 

○山沢委員長 

 それでは、第一期の中期目標期間の業務実績の評価について議論をしたいと思います。 

 法人から提出のございました第一期の業務実績報告書に基づきまして、委員の皆様には

事前に小項目の評価を行っていただきました。業務実績の評価に関する基本方針（参考資

料１）、それから期間評価実施要項（参考資料２）によりまして、評価委員会として評価

をまとめていきたいと考えております。委員の皆様、よろしくお願い申し上げます。 

 まず最初に、事務局から資料について御説明をします。 

 

○事務局（竹村） 

 委員の皆様には、委員配付資料としまして、委員配付資料１から委員配付資料３までを

配付させていただいております。委員配付資料１から委員配付資料３につきましては、評

価の議論の参考としていただくものであり、委員の皆様のお手元のみとさせていただいて

おりますので、よろしくお願いします。 

 本日評価を進めていただくに当たって、主に御覧になっていただきたい資料は、委員配

付資料２の評価シートであります。集計表の中期計画小項目番号に丸がついている項目は、

委員の評価は一致しているものの、法人との評価が異なっているもの、または、各委員の

評価が異なっているものです。委員の評価は一致しているものの、法人との評価が異なっ

ているものは１項目、各委員の評価が異なっているものは７項目ございます。 
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 委員配付資料１は、その８項目を抽出した資料になりますが、本日の評価を進めていた

だくに際しては、基本的に委員配付資料２を御覧いただければと思います。 

 また、右から２列目に評価委員会の評価の委員長案を記載しております。委員長案は、

委員の皆様の評価が一致したものについては一致した評価を記入しております。委員の皆

様の評価が一致していないものについては空欄とさせていただいております。 

 また、大項目評価については、大項目１のように、小項目の評価が決まらないと大項目

の評価が決まらないものを除きまして、期間評価実施要領の評価基準に基づき評価を記載

しております。小項目評価が終わり、大項目評価の際に詳細を説明いたします。説明は以

上です。 

 

○山沢委員長 

 ありがとうございます。では、小項目評価について検討していきたいと思います。 

 順番に行きます。コメントもなし、委員の評価も一致しているもの、そして評価委員会

の評価で委員長案が出ているものについては、「よろしいですか」というような簡単な議

論だけで行きたいと思います。 

 例えば１番を見てください。１番は全員はａの評価でコメントもございませんので、こ

れはａでよろしいですねという感じで行きます。 

 そうしますと、この委員配付資料２で次に出てくるのは小項目２でございます。これは

コメントがいっぱいついていまして、評価はａでよろしいと思います。コメントで３人が

書いているんですが、教養教育の充実ということで、これは非常に重要なことをやってい

るんですが、なにせ受験生が少ないんですね。残念ながら非常に少ないと。授業の重要さ、

いい授業だからきちんと教員に受講生を増やす努力をしてほしいと、第二期からも特にこ

れは重要になってきますから。ということを主に書きたいと思いますけれども、そういう

コメントでよろしいですか。ありがとうございます。では、そのような趣旨のコメントに

させていただきます。 

 次の３番、これも評価は全部ａになりますが、コメントが入っておりまして、少人数教

育を実施しているけれども、教員の定員の関係で、入学者の数によって配置する教員が増

減してしまうということがどうも見られるということです。これは伊藤委員が御指摘して

いますが、少人数教育実現というのは非常に重要だからと、これは入学者の数によって教

員が増減するということのないように、きちんと少人数教育ができるような教員配置をし

てほしいというコメントをつけたいということでよろしいですか。 

 伊藤委員、よろしいですね。 

 

○伊藤委員 

 はい、結構です。 

 

○山沢委員長 

 次は４番、５番、これはコメントなしで、評価もそろっておりますので、両方ともａの

評価ということになります。 

 次は６番、７番もａの評価でそろっておりまして、コメントもなしということで、これ
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でよろしいと思います。 

 次は８番でございます。評価はａでよろしいかと思いますが、コメントとして、これは

健康栄養科学研究科で、この研究科の学生を募集するとき、県に広く学生を募集するとい

うような案内をきちんとしなければいけないのではないかと。広報が足らないのではない

かという御指摘がございまして、そういうことがないようにしてほしいと。長野県の健康

長寿をけん引するリーダー人材の養成という非常に高い見地に立って情報発信をしてほし

いと、そういうコメントをつけたいと思います。よろしいですか。ありがとうございます。 

 次は９番でございます。これは評価ａでございますが、コメントがあります。海外プロ

グラムでございますが、どういう目的かというと、２年次の海外プログラムの参加率につ

いて 100％を目指すということですが、なかなかコロナでそのとおりは実現していなかっ

たんですけれども、この中で、コロナのために日本にいて海外実習だというふうな風潮が

できるのはよろしくないのではないかと。県立大で実施する海外プログラムというのは非

常に特徴になっておりますので、ぜひその基本的なところは守っていただきたいというこ

とを、委員の皆様がこのときかなりおっしゃっていました。そういうことをつけ加えたい

と思います。 

 文章としては、清水委員の「中期計画と非渡航型でなく、渡航型にて２年次における海

外プログラム参加者 100％が実現できるように期待したい」と、そのための経済的な支援

等の施策について十分検討してほしいというコメントがついていますけれども、この考え

を中心にコメントをつくりたいと思いますので、よろしいですね。ありがとうございます。

では、そのようにさせていただきます。 

 次は 10 番でございます。これは評価の分かれるところでございます。学生の英語力に

ついて、TOEIC600点以上ができていないわけですけれども、委員の評価を見ていただき

ますと、ａ、ｂ、ｂ、ｂorｃ、ｂということで、だいぶばらばらになっております。 

 ２年前にやりました見込評価、４年間を見ていてあとの２年間どうなるかなというのを

見込みながら、こうしてほしいという見込評価を２年前にやったんですけれども、そのと

きはｃでした。あと２年あるから厳しくというのもございましたけれども、ｃとつけてあ

ります。今回、期全体を通してということで、法人はｂとしてきているわけですが、これ

でいかがでございましょうか。 

 私としては、ｂでいいかなとは思います。まず伊藤委員、この辺は。 

 

○伊藤委員 

 私、これは間違えました、ｂ評価です。 

 

○山沢委員長 

 分かりました。ありがとうございます。ａは間違いで、ｂということです。 

 清水委員は、ｂあるいはｃということで、ｃ or ｂですね。そういうところですが、こ

の辺ｂという案がもし出ますといかがでしょうか。 

 

○清水委員 

 ｂでも構いません。 
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○山沢委員長 

 清水委員としては、ｂ or ｃでｂでもいいということであれば、「or ｃ」を取ってはよ

ろしいでしょうか。 

 

○清水委員 

 はい。 

 

○山沢委員長 

 これは、法人もｂの評価になっていますので、評価委員会のコメントとしては、例えば、

伊藤委員は、最低到達目標を基本２年次修了、４年次修了で全員が到達すること目指して、

４年間にわたり、英語教育を深めることができるよう、教育目標や機会の提供をご検討い

ただきたい、というふうなコメントをつけられています。 

 山浦委員も、３、４年次にも何らかの方法で英語に対するモチベーションを高める方法

を考える、とコメントをいただいており、やはり４年間を通しての英語教育というのを言

っていますので、そこをコメントしたいと思います。ありがとうございます。 

 次は 11 番です。英語の外部試験を実施して、英語学習に対するモチベーションを高め

るということでございまして、全員ａの評価ということで、コメントもございませんので、

このままａということでよろしいかと思います。ありがとうございます。 

 次は 12 番です。これは全員ａの評価でコメントもございませんので、このままａの評

価となります。 

 13番も同じです。 

 14番は評価はａということでございます。コメントがついておるんですけれども、この

14番のコメントが、清水委員がアンケートやヒアリングの検証結果はどのようなものです

かということで、一応委員配付資料３の中の一番最初のところに書いてございます。大学

の回答は、入学時のアンケートにおいて、アドミッションポリシーに関する自己評価を５

段階で３以上と回答している院生は 86％であり、アドミッションポリシーに沿った入学者

選抜を実施できていると考えているんだそうでございますが、そういうことでございまし

て、一応ヒアリングの検証結果を参考にしているのが分かる。大学当局も、ある程度満足

しているということだそうでございます。ということで、ここはコメントなしでもよろし

いのではないかと思うのですが、清水委員、よろしいですか。 

 

○清水委員 

 はい。 

 

○山沢委員長 

 ありがとうございます。 

 次、15番は評価はａで、コメントはなし。 

 次、16番でございますが、これは丸がついておりますけれども、ａの評価とｂの評価が

出てまいります。伊藤委員にお聞きしますが、ｂの評価について、委員会としては多数決
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ですとａになりますが、この点、お考えはいかがでしょうか。 

 

○伊藤委員 

 ありがとうございます。私の評価はｂのままで、全体評価はａで結構です。 

 

○山沢委員長 

 そうですか。では、伊藤委員の個人評価のｂはそのまま書いておいて、委員会評価はａ

ということでよろしいですね。ありがとうございます。ではそのようにさせていただきま

す。コメントはそういうことで、ここは取らせていただきます。 

 

○伊藤委員 

 はい。 

 

○山沢委員長 

 ありがとうございます。 

 次は 17番でございます。コメントもなしでａでございます。 

 次は 18番、これはａの評価です。 

 次は 19番に行きます。これは清水委員がｂの評価で、あとはａの評価でございます。清

水委員、この点についてはいかがでしょうか。 

 

○清水委員 

 どのようにこの新しいシステムを活用しているのかというのが具体的に分からなかった

ので質問させていただきました。 

 質問した結果として、例えば TOEIC の試験結果なども取り込んで可視化して、学生自

身もそれを活用することができるようになりましたということが書かれていましたので、

具体的な利用方法などは分かりました。 

 ただ、他方で FDのところでいつも問題として取り上げられていると思うのですが、こ

の新しいシステムをどのように活用できるかというようなテーマの FDなどをすれば、FD

参加者も増えるのかなと思ったりとか、FD のところで話が出てくるのかもしれませんけ

れども、基本的に外部研修を活用するケースが多くなっているようです。大学独自の課題

というのも恐らくたくさんあると思いますので、そういったものをテーマにした FDだと

か、SD だとかと組み合わせることによって、システムがより活用できるようになるので

はないかと思いますということでｂとしましたが、ａでも構わないです。 

 

○山沢委員長 

 ａでもよろしいですか。 

 

○清水委員 

 はい。 
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○山沢委員長 

 では、評価はａということになります。コメントは、今おっしゃったように、FD・SD

にきちんと利用すると。そういうこともきちんと考えてほしいと。やっているとは思うん

ですけれども、そこをつけたいと思います。ありがとうございます。 

 次は 20番です。これは評価はａで、コメントが一つです。伊藤委員、このコメントを説

明していただけますか。 

 

○伊藤委員 

 ありがとうございます。様々な工夫をされているようですが、実際の学生の予習・復習

の時間があまりにも短かったので、結果として学生が自宅学習をほとんどしていない現状

かと思いますので、もう少し、今の清水先生のお話にもありますが、様々なシステムを入

れている効果という意味で言うと、もう少し学生が社会的に学ぶということについて、時

間をしっかり向けられるような、いわば履修内容にしていただきたいと、そういう趣旨で

す。 

 

○山沢委員長 

 分かりました。今おっしゃっていただいたようなコメントを、私なりの文章にしてつけ

加えますのでよろしいですね。後でお送りしますので、チェックしてください。お願いし

ます。 

 次は 21番、22番、これはａの評価でコメントもなしでございます。 

 23番、教育の質の向上ということでございますけれども、FD研修のことです。評価は

ａでよろしいんですが、一番の問題は読んですぐお分かりになると思いますが、1 回で十

分だと言っているんですね。FD 研修を１回やればいいと言っているわけですが、１回以

上じゃなくて、基本的には全研修参加を促すなど、教員の質の向上に一層の機会提供でき

ると考えて話を進めてほしいという伊藤委員のコメントもございます。 

 清水委員は目標値が低過ぎると。本当にそう思います。山浦委員は、そもそも目標値が

なっていないんじゃないかという御指摘でございますので、この辺をまとめて書きたいと

思います。結構いいのをやっているんですよね、出ていましたね。今日お配りした３の一

番最後のところですね。５年度の FD・SD研修、臨時の研修も入れると 12回やっている

んですけれどもね。このうち１回出ればいいなんてもったいないですね。全部出なきゃい

けないんじゃないかと思うぐらいです。その点を書きたいと思います。ありがとうござい

ます。 

 それから、24番も評価ａということでございます。 

 次に 25番に参ります。これはコメントで、何と言っても象山未来塾で、たしか最初の開

学の頃は結構参加人数が多かったんですが、意外に少ないということで、何はともあれい

いことをやっているんだから、参加者の数を増やしてほしいという清水委員からのコメン

トがあります。これは全くそう考えておりますので、文章もこのようなコメントをつけた

いと思います。 

 26番は評価はａでございます。このままでございます。 
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 27番でございます。これは学生の地域との連携・交流につながる取組をソーシャルイノ

ベーション創出センターやキャリアセンターが推進するということでございます。伊藤委

員がａではないかという御意見ですが、この辺、伊藤委員、いかがでしょうか。 

 

○伊藤委員 

 当初目的は達成しているのかなと思っていたので、皆さんがｓならｓでも構わないです。

頑張って学生さんたちはお店を出したりされているなというのは伺っていますので、ｓで

も構わないです。 

 

○山沢委員長 

 ありがとうございます。ではこれは、委員会としてはｓの評価でよろしいですか。 

 

○伊藤委員 

 結構です。 

 

○山沢委員長 

 分かりました。ｓの評価といたします。ｓのときは、こういうところがｓですと言わな

ければいけないので、コメントが要るということです。資料にございますように、久保田

委員が、地域の課題解決に向けて学問を実践する活動は評価できるということを書いてご

ざいますので、この言葉を中心にしてつけ足してということでよろしいですか。ありがと

うございます。 

 次は 28番でございます。評価はａでよろしいかと思います。 

 

○山沢委員長 

 ありがとうございます。 

 29番、これも評価はａでございます。コメントもございませんのでこのままということ

でございます。 

 次は 30 番でございます。これは学生へのキャリア支援を行うとともに、県内企業等へ

の就職支援、企業等への就職促進に取組ということでございます。ｓですが、山浦委員か

らａではないかということをいただいております。 

 山浦委員、これはここが問題だというのは。 

 

○山浦委員 

 問題はないですが。 

 

○山沢委員長 

 委員会評価はｓでもいいですか。 

 

○山浦委員 

 それでいいです。 
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○山沢委員長 

 では、ここは評価はｓです。就職率は 100％だと思いますので、その辺を書いたような

コメントにしたいと思います。頑張っていますねというコメントにしたいと思います。 

 次は 31番、それから 32番、33番、いずれも評価はａでございます。コメントもござい

ません。 

 次は研究に入ります。研究の 34、35、36 は評価はａということで、コメントもござい

ません。 

 37 番が科研費の教員の申請率、80％と言っているけれども到底及んでいないというこ

とで、ｃでございます。ｃでございますので、かなりきちんとしたコメントを書きたいと

思います。 

 ソーシャルイノベーション創出センターというのが、学生が地域活動に協力するとか、

そういうふうなときには窓口として使っているんですが、普通の大学でこういう社会連携

の窓口というのは、学生のことばかりでなくて、やはり教員に対してこういう研究をして

ほしいんだと、こういうことはどうしたらいいんだ、この問題を解決してくれないかとい

う窓口にもなるので、そういうところから実は研究の種などが入ってくるんですけれども、

そっちのほうにはどうもまだ行っていないようですね。その辺を書きたいと思っています

ので、お任せいただいてよろしいですね。ありがとうございます。 

 次は 38番で、ａの評価のままということでよろしいですね。 

 次は 39番でございます。産学連携、地域課題の解決ということですが、幾つかｓと言っ

ているんですが、山浦委員から、過去の実績から考えるとａではないかと、大変厳しい意

見がありまして、そう言われるとそうですが、この点、山浦委員。 

 

○山浦委員 

 別に何の他意もないんですが、過去の年度評価を見ればａじゃないかと思いまして、何

でみんなｓなのか、逆に言うとｓの人に聞きたいんですが。 

 

○山沢委員長 

 確かに過去の評価ですとそうですね。R５年度の計画の小項目の 58番で結構頑張ってい

たので、私などはそこに引っ張られて、つい全体も高く見てしまってｓとしたんですが。

山浦委員のおっしゃることも一利あるのですが、ここの評価はｓでいかがでしょうか。 

 

○山浦委員 

それには理由をきちんとしてもらいたいですね。R4は両方ａで、どう見てもｓが出てく

ることはないんだけれども。そうなるとすれば、事後評価がｓだからということしかない

ですね、どう見ても。 

 

○伊藤委員 

 よろしいですか。当初、開学直後ぐらいは割と地域が偏っていて、王滝村とか北信の一

部の市町村に比較的限定された地域連携だったような気がするんですが、そういう意味で
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は、今５年、６年という中で、割りと長野県の広域にわたっての連携を進めてきたという

ような歩み方はあるかなと思ったので、もちろん物足りないところは多々あるかと思いま

すが、そういう意味で、北信に立地が偏っているにもかかわらず、木曽ですとか、県内視

野に入れた形で進めようとしている姿勢や、実際にそこで連携をしてきているというとこ

ろから、今回の中期ではｓでもいいのかなと私は考えました。以上です。 

 

○山沢委員長 

 ありがとうございます。 

 

○山浦委員 

 それはいいんだけれども、それなら単年度もｓをつけるべきじゃないかと私は思うんで

すが。やはり中期は単年度評価の合計みたいなものだと思うんですが。そうじゃないです

か。中期は中期で、全くこういうことは無視して考えるという世界なのか、その辺がはっ

きりしないので。基本的に私が今回つけたのは、過去の単年度のがどうかということでつ

けているので。いいですよ、ｓでもいいんですが、私はどうもそこら辺のことははっきり

しておかないとと。 

 

○山沢委員長 

 私の今の考えですが、ｓという評価にして、いい点としては県内広く産学連携を進めよ

うという機運が増えていて、件数も増えていていいと。ただ実際の実績としてはまだまだ

不十分なところがあって、特に いろいろなことをやっているように見えるけれども、そ

れぞれの対する完成度はあまり高くないと、この辺をきちんとやるようにということで、

評価を上げられないという委員もあると、そういうコメントにしたいと思いますけれども、

それでよろしいですか。 

 

○山浦委員 

 いいですよ。 

 

○山沢委員長 

 ありがとうございます。 

40番、41番、これは評価はａということでございます。 

 次は 42番でございます。ａの評価でございます。コメントで、清水委員が参加が少ない

ということですが、やはり先ほどの６ページの 25 番でも少ないということを書きますの

で、ここでも少ないというのを書きたいと思います。よろしいですか。 

 

○清水委員 

 はい。 

 

○山沢委員長 

 次は 43 番、これは評価はａということでございます。地域コーディネーターのことで
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す。 

 次は 44番、評価はａですが、コメントで、山浦委員から、長期的に長野県の企業と関係

の深い国との交流を図ってほしいということでございます。これはもう少し分かりやすく

言うと、例えばどういうことでしょうか。 

 

○山浦委員 

 オーストラリアは長野県とあまり関係がないんですよね。だからそういう意味で、長野

県がいっぱい出ているようなところとのつながりを深くしてもらいたいと非常に思います。

台湾とか中国が多いんですが、香港はこの頃撤退していますが、フィリピンは多くなって

いますが、タイとかベトナムとか。オーストラリアというのは長野県の企業とほとんど関

係がない、オーストラリアに出ている企業はほとんどないと思うんですが。 

 

○山沢委員長 

 フィリピンは？ 

 

○山浦委員 

 フィリピンはこの頃多いですね。多少出ていますね。アメリカとかヨーロッパはあるの

ですが。 

 

○山沢委員長 

 長野県企業の海外出先国に向けた海外プログラムと。 

 

○山浦委員 

 貿易の多いところでもいいですね。どこか分からないですけれども。 

 

○山沢委員長 

 長野県と海外との関係をいろいろな情報を参考にしてということですね。分かりました。 

 次は 45番です。評価はａでございます。山浦委員から、過去の実績を考えていただきた

いということですが、これも同じことですね。 

 

○山浦委員 

 同じことですね。ほとんどこれは単年度がａで、何でｓになったのかと思って非常に不

思議に思っていました。どう見たってこれはａじゃないかと。さっきのよりａじゃないか

と思っていますが。 

 

○山沢委員長 

 これはおかしいですね。おまけに、５年度も四つあるうちの一つだけですね。だから、

二つのうちの一つがｓ、四つあるうちの一つがｓだから、そういう意味ですね。これは理

由をつけないといけないので、中期計画を具体的に実施した年度計画の評価がほとんどａ

なのに、どうして総体とするとｓになるのか、そこがおかしいですね。 
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○山沢委員長 

 大学がｓをつけて、委員会でａといったときに理由が要るわけです。理由として、今申

し上げたように、具体的な中期計画を実施する計画として４項目あって、そのうちの 75％

がａの評価なのに、どうしてｓになるのかという言い方でよろしいかと思います。もっと

全体の計画の達成レベルが低いからと。 

 

○山浦委員 

 要するに令和５年度が最終だから、それに重きを置いて見るということですか。この辺

がはっきりしないです。 

 

○山沢委員長 

 これは、協定校が急に増えたじゃないですか。それが大学としてはｓだという意味だと

思います。委員会としては評価としてはａでございます。コメントとしては、山浦委員が

言っていましたように、過去の実績を見たらないじゃないかということで、もうちょっと

めんどくさく言うと、中期計画を実施するための年度計画というのを見てみると、その評

価は決して高いものではなくて、ｓまでは到達しないだろうと。年度に対する評価結果は

低いのだから、当然中期計画としても低くなるということでよろしいですね。 

 次は 46、47、48、これは評価はａでございます。コメントもございませんので、このま

までよろしいかと思います。 

 次は 49番です。SD研修、毎年１回以上 100％を目指すということですが、これは皆さ

んに aでそろえていただきましたが、コメントは、こんなのでは駄目だからもっとちゃん

としたことをやると、きちんと目標を高く見積もってほしいということを書きたいと思い

ます。これは前のところにも出てきましたので、似たような文章にしたいと思います。１

回では駄目だろうということです。 

 次は 50番、これはａの評価。それから 51番はａの評価、それで確定ということでよろ

しいかと思います。 

 次は大項目９で 52番、53番でございます。これは評価はａということで、コメントも

ございませんので、このままでよろしいですね。 

 54番、55番、これは大項目 10項目ですが、評価はａで、特にコメントもございません。 

 次は最後の大項目 11でございます。56番はａの評価でコメントもなしでこのままとい

うことでございます。 

 次は 57 番です。これは学生と教職員のキャンパスにおける安全確保や健康保持に取り

組み、良好な教育・職場環境の維持を図るという計画でございます。これはａで全員そろ

っていますので、委員会の評価はａでございます。伊藤委員が前から心配されているんで

すけれども、教職員の健康保持のために、健診受診率が案外低く受けない人がいると。そ

の辺を 100％になるようにもっと努力しろということをコメントにつけ加えたいと思いま

す。私もこのコメントは賛成ですので、よろしいですね。つけ加えさせていただきます。 

 次は 58 番、象山寮のセキュリティ対策でございます。それがきちんとできているとい

うことで、ａの評価でよろしいですね。 
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 次は 59 番、海外プログラム研修中のその他の業務運営の中で特に今回海外プログラム

で苦労したということでございます。私は勘違いしてｓにしましたが、ａで結構でござい

ます。ａの評価とさせていただいてコメントもございません。 

 次は最後、60番です。ハラスメント防止、研究活動の不正防止などの健全かつ適正な大

学運営に取り組むということですが、評価はａでよろしいかと思います。山浦委員から、

ハラスメント関係について、学内外のホットラインをきちんと構築しておく。これは実に

重要でございまして、前から委員会の中でも山浦委員に発言していただいていますが、回

答は来ていないですか。 

 

○事務局 

 年度評価の質問の際に御回答をいただいておりまして、本日の資料にはついていないん

ですけれども、令和５年度中に公益通報に基づく外部窓口を設置したということで、大学

から回答をいただいております。 

 

○山浦委員 

 去年、おととしから言っています。外へ通報する制度をつくっておかないと意味がない

んですよね。内々での通報制度なんかは全然意味がないです。 

 

○事務局 

 山浦委員から、昨年度の評価委員会でそういう御意見をいただいたので大学が動いて、

外部、東京の弁護士さんにつながる通報制度を、評価委員会の御議論を踏まえて設けたと

いうことです。 

 

○山沢委員長 

 ホームページに載っていますか。 

 

○事務局 

 すみません、そこまで確認していないです。 

 

○事務局 

 少なくとも私が聞いているのは、学内の生徒にガイダンスでもう全部配っているそうで

す、あと職員の方にも。 

 

○山沢委員長 

 そういうことだそうです。 

 

○山浦委員 

 御苦労さまです。 

 

○山沢委員長 
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 分かりました。ということで、山浦委員も了解いただきましたので、これはａの評価で

コメントなしということです。 

 これで小項目の評価、コメントの方向性は決まりました。 

 

○伊藤委員 

 １点よろしいですか。30番のコメントで、もしつけ加えていただけるならば、100％の

就職率の部分でｓ評価ですが、ｓ評価の理由として、100％の就職率だけでなく、県内就職

率が半数程度確保されているという、やはり県立大学なので県内の就職、要は県外に学生

がみんな出て行ってしまうということではなく、県内にきちんと定着するような就職支援

が行われているということが大事なことかと思っていますので、その点を若干触れていた

だければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○山沢委員長 

 小項目 30番ですね。100％ばかりでなく県内就職率も高くきちんと保持するようにとい

うことですね。分かりました。ありがとうございます。そこをつけ加えます。 

 では、大項目の評価に移りたいと思います。 

 大項目評価は年度評価の実施要項の評価基準に基づいて決めていくわけです。一応委員

長案を資料２に書きましたが、提案させていただいております。この提案を事務局から御

説明申し上げます。 

 

○事務局 

 小項目の御審議ありがとうございました。小項目の結果によって、大項目が必然的に決

まっていきますので御説明させていただきます。 

 画面のほうに、大項目の評価の基準ということで、実施要領から転記してきたものがご

ざいます。基本的にはＡ、Ｂになってくるかと思います。全てＢ以上、またはＢからＡま

で 80％以上 100％未満というところになってきます。 

一つずつ御説明させていただきます。今御審議いただいた小項目の結果、こちらのほう

に入力させていただいています。 

 大項目「1 教育」の（１）人材育成の方向につきましては、こちらは全てｂ評価以上で

あるため、大項目はＡ評価ということになります。 

 続いて１の（２）につきまして、こちらも全てａ以上ということになりますので、評価

はＡとなります。 

 次に１の（３）、こちらも全てａ以上となりますので、大項目評価はＡ。 

 続きまして１の（４）ですが、ｓが二つ、ａが７ということで、全てｂ以上のため、Ａ

以上が確定しておりまして、ｓが２、ａが７なので、Ｓもあるのかなということも考えら

れるのですが、見込評価のときに、同じｓが２、ａが７でＡ評価をされていらっしゃるの

で、見込評価との整合性から、こちらはＡとさせていただければと思います。 

 続きまして、「２ 研究」につきまして、こちらはｃ評価が一つございます。ｃ評価？

があるとＡにはなり得ませんので、Ｂ評価ということになります。 

 「４ 国際交流」ですが、こちらも全てｂ評価以上ということで、ａ評価が二つなので
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Ａということになります。 

 その下、５、６、７、８につきましては、全てａ以上になりますのでＡ、大項目評価の

案を御提示させていただきます。 

 

○山沢委員長 

 いいですか、大項目１は、小項目 10がｂで、あとは全部ａですから、ａが 10、ｂが１、

ｓ、ｃ、ｄは０です。 

 次が大項目２、入学者の受入れ、これは全部ａなので、ａが７個ですね。 

 次が大項目３、教育の質の向上、これが全部ａになりますので、６個ということになり

ます。 

大項目４の学生への支援はｓが２、ａが７。 

 大項目５の研究は、ｓが０、ａが４、ｃが１。 

 大項目６の地域貢献は、ｓが１、ａが４。 

 大項目７の国際交流は、ｓは０、ａが２。 

 大項目８の業務運営は、ａが６。 

 大項目９の財務は、ａが２。 

大項目 10の自己点検・評価は、ａが２。 

 大項目 11、その他業務運営は、ａが５。 

 

○山沢委員長 

 これで見ていきますと、最初に戻りまして、大項目１の教育の（１）人材育成の方向と

いうのはＡ。 

 大項目２の（２）入学者の受入れも、大項目評価はＡ。 

 大項目３の（３）教育の質の向上もやはり評価はＡ。 

 大項目４がｓが２個あって、ａが７。 

 

○事務局 

 見込評価も同じになっています。 

 

○山沢委員長 

 ｓが二つありますがＡと。 

 大項目５の研究は、ｃが入るので、大項目評価はＢ。 

 大項目６の地域貢献はｓが一つ入りますが、評価はＡ。 

 大項目７の国際交流は、ａが二つで評価はＡ。 

 大項目８の業務運営は全てａなので、大項目評価もＡ。 

 大項目９の財務は、ａが二つなので、大項目評価はＡ。 

 大項目 10の自己点検・評価は、小項目がａが二つなので、大項目評価もＡ。 

 それから大項目 11 のその他の業務運営は、全て五つともａの評価なので、大項目評価

はＡとなります。 

 繰り返しますが、Ａ、Ａ、Ａ、Ａ、Ｂ、Ａ、Ａ、Ａ、Ａ、Ａ、Ａ。大項目で５の研究が
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Ｂになった以外は全部Ａということです。ありがとうございます。これで大項目評価は決

定いたしました。ありがとうございます。 

 続いて、全体評価に移ります。 

 今、見ていただきましたように、大項目評価は一つはＢ評価で、残りが全部ＡでＳはな

しです。そうしますと、Ｓ評価は０、Ａ評価が 10、Ｂ評価が１ということでございますの

で、中期計画が達成は優れたものとなっているとはとても言えなくて、見込評価のときと

同じようなレベル、上から２番目、「中期計画の達成状況は良好である」ぐらいではない

かというふうに考えてよろしいかと思いますが、いかがでしょうか。 

 理由としては、Ｓがない、11項目のうち三つ、四つＳが出てくれば優れていると言って

もいいのかと思いますが、やはり０となりますと、ただＣ、Ｄの評価はなくて、Ｂが一つ、

95％ぐらいはＡの評価ということになりますので、上から２番目の「中期計画の達成状況

は良好である」という見込評価と同じ評価、５分の２というところでよろしいのではない

かと私は思いますが、御意見をお願いします。 

 よろしいですか。特にいいですか。もっと競り合って、Ｓが三つぐらい出てきて、Ｂが

二つあってどっちかという議論になれば楽しいのですが、これはそれなりに頑張っていた

だいてＡということで、「中期計画の達成状況は良好である」という期間評価、全体評価

としたいと思います。ありがとうございます。 

 これで一通り評価は終わりました。本日の議論、検討を基にコメントも整理しまして、

委員会としての評価案をお示ししたいと思いますので、委員の皆様には、そのとき御確認

をよろしくお願い申し上げます。 

 御確認いただいた上で、評価原案を法人、大学に示しまして、評価書の原案に対する意

見の申し出を受けることになります。 

 では、今後のスケジュールについて、事務局から御説明をお願いいたします。 

 

○事務局 

 本日の議論、検討を基に、コメントの委員長案を 10 月７日までにメールにて皆様にお

伝えしまして、修正・追加等ございましたら、10月 21日までに事務局へいただければと

思います。その後、法人に対して評価書の原案に対する意見の申し出の機会を設けており

ますので、評価案、コメント案を法人に伝え、11月 13日頃までに法人意見をいただくこ

ととしております。法人の意見を踏まえまして、12月 11日の第６回評価委員会で最終的

な評価を御検討いただく形となります。よろしくお願いします。 

 

○山沢委員長 

 皆様には、10月７日ぐらいまでに評価報告書原案を御送付申し上げます。意見提出は 10

月 21 日ぐらいまでにお願いします。それで原案をつくりまして、10 月 23 日頃大学に送

って、20 日間ほど見て、11 月 13 日には法人から意見をいただいて対応案をつくりまし

て、12月 11日、もう寒くなりますけれども、第６回の評価委員会で御議論いただいて正

式決定をしたいということでございます。以上でございます。よろしいですね。 

 本日は長時間にわたると思われましたが、皆さんの御協力のおかげで比較的速やかに時

間内で終わりました。ありがとうございます。 



令和６年度第５回公立大学法人長野県立大学評価委員会 

（令和６年９月 24日） 

20 

 

 

４ 閉会 

 

○丸山県民の学び支援課長 

 委員長、本当にありがとうございました。また委員の皆様も、長時間にわたり御審議を

いただきまして本当にありがとうございました。 

 期間評価の最後のまとめがございます。今御説明申し上げたとおり、まずコメントを整

理した上で、県立大学に投げるんですけれども、県立大学のほうから、また少し大学の評

価と異なる評価もありましたので、いろいろ御意見等あるかもしれませんが、またそれは

12月の評価委員会の際に御審議をいただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願い

いたします。 

 以上をもちまして、「第５回公立大学法人長野県立大学評価委員会」を終了いたします。 

 本日はどうもありがとうございました。お疲れさまでした。 

（了） 


